
市制施行５０周年記念事業第３回坂戸のまつり　出店募集要領
（坂戸市商工会員用）
１　趣　　旨
坂戸のまつり実行委員会、坂戸市及び坂戸市教育委員会では、令和８年１１月８日（日）、市内の伝統芸能をはじめとした「まつり」を一堂に会し、盛大に「市制施行５０周年記念事業第３回坂戸のまつり」を開催いたします。
　まつり当日は、賑わいの創出のため、下記に従い、希望団体による出店を行います。
２　開催期間
　令和８年１１月８日（日）　午前１１時～午後７時（予定）
　
３　主　　催
　坂戸市、坂戸市教育委員会
４　主　　管

　坂戸のまつり実行委員会
５　会　　場
　坂戸市文化会館脇駐車場、四区の一集会所　他
６　出 店 料

　無料
７　出店条件
（1） 坂戸市商工会員であること
（2） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律≪平成３年法律第77号≫第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と不適切な関係を有する者ではないこと

（3） 令和８年１０月７日（水）に開催する出店者説明会へ参加すること
（4） 時間を厳守すること

（5） アンケート調査への協力（まつり終了後に実施予定）をすること
（6） ごみの持ち帰りに協力すること
（7） １１月９日(月)に行う朝の清掃活動への参加すること
（8） 食品衛生法に基づく営業許可を有していること
（9） 食品衛生責任者手帳（確認証）を有する者が配置されていること
（１０）生産物賠償責任保険（ＰＬ保険等）に加入していること
（１１）関係法令を遵守すること
（１２）主催者の指示に従うこと
８　キッチンカーの基準
（1） 出店スペース（横５ｍ×縦３ｍ）の中に納まること
（2） 電力、給排水設備を搭載していること
（3） 消防法規を順守していること（消火器の設置等）
９　申込み方法
　申込み期限までに坂戸市商工会へ以下の書類を窓口にて提出してください。
（1） 市制施行５０周年記念事業第３回坂戸のまつり出店申込書
（2） 市制施行５０周年記念事業第３回坂戸のまつり出店配置図（別紙参照）
※店舗内の机椅子、消火器等の配置について記載したものを提出願います。
（3） 食品衛生法に基づく営業許可（写し）
（4） 食品衛生責任者証（写し）
（5） 生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）証券（写し）
（6） キッチンカーの車検証（写し）
（7） キッチンカーの写真（全面及び側面とし、ナンバープレートが確認できるもの。）
10　申込み期間
　令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）まで
11　入 退 場
（１）入場　午前９時００分から可能
（２）退場　午後８時００分までに完全撤収すること
12　そ の 他
　（１）荒天や災害等によりイベントが中止となる場合があります。
　（２）出店可能キッチンカーの台数は２０台までです。出店数が２０台を超えた場合には申込みの先着順とします。
（３）出店位置は、出店者説明会で抽選にて決定します。
　（４）出店者同士でのトラブルについて、市は一切関与しません。
　（５）出店会場内で発生した車両事故について、市は一切責任を負いません。
　（６）申込みを行ったキッチンカーや販売商品を無断で変更することはできません。
　（７）出店施設内の設備等を破損、汚損等を生じさせた場合、原状回復の費用等については、出店者に全額負担していただきます。
　（８）適格請求書発行事業者においては、適格請求書（インボイス）発行の求めがあった
場合には、適切に御対応いただくようお願いします。
キッチンカー用









